
船舶事故調査報告書 

令和４年８月３１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和３年４月２４日 １６時０５分ごろ 

発生場所 神奈川県横須賀市猿島北北西方沖 

 横須賀港東北防波堤東灯台から真方位１０５°１,２６０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°１８.９′ 東経１３９°４１.３′） 

事故の概要  遊漁船第二忠
ただお

丸は、北北西進中、また、プレジャーボートDream
ド リ ー ム

 

Bridge
ブ リ ッ ジ

は、漂泊中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和３年５月２５日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 遊漁船 第二忠丸、１３トン 

   ２３５－３２８６８神奈川、株式会社野毛屋 

Ｂ プレジャーボート Dream Bridge、５トン未満（長さ６.３２ 

ｍ） 

   ２１１－１６０１３神奈川、有限会社ティーテックサービス 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 船首部右舷外板に擦過傷 

Ｂ 船首部右舷外板に擦過傷等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風速 約２m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか１人が乗り組み、釣り客２３人を乗せ、神奈川

県横浜市金沢区の平潟湾を出発し、東京湾内の第２海堡
ほ

付近で遊漁を

した後、１５時ごろ、帰航することとし、船長Ａが操縦席に腰を掛

け、手動操舵により約１５ノット（kn）の速力（対地速力、以下同

じ。）で北北西進を始めた。 

船長Ａは、Ａ船が約１５kn の速力で航行すると、船首浮上により船

首方に死角が生じることを知っていたが、ふだん、夕刻に他船をほと

んど見掛けたことがなかったので、船首方に航行の支障となる船舶は

いないと思い、ＧＰＳプロッターを見ながら、漂泊中のＢ船に気付か

ないまま、同じ針路及び速力で航行を続け、Ａ船の右舷船首部とＢ船

の右舷船首部とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、知人１人を乗せ、横須賀市深浦

ボートパークを出発し、猿島北北西方沖で機関を中立運転として、船

首を南方に向けて漂泊し、船長Ｂが、船尾方を向いて釣りを行いなが

ら振り返ったところ、船首方から接近するＡ船を認めたものの、航行



しているＡ船がＢ船を避けてくれると思い、そのまま釣りを続けた。 

船長Ｂは、しばらくして船首方に視線を戻したところ、Ａ船が船首

至近となっていることに気付いたものの、どうすることもできず、Ａ

船とＢ船とが衝突した。 

分析 Ａ船は、船首方に死角がある状態で北北西進中、船長Ａが、ＧＰＳ

プロッターを見ながら、同じ針路及び速力で航行を続けたことから、

漂泊中のＢ船に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、漂泊中、船長Ｂが、船首方から接近するＡ船を認めたもの

の、航行しているＡ船がＢ船を避けてくれると思い、釣りを続けたこ

とから、船首至近となっているＡ船に気付いたものの、どうすること

もできず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、Ａ船が船首方に死角がある状態で北北西進中、Ｂ船が漂

泊中、船長Ａが、ＧＰＳプロッターを見ながら、同じ針路及び速力で

航行を続け、また、船長Ｂが、航行しているＡ船がＢ船を避けてくれ

ると思い、釣りを続けたため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 船長Ａは、本事故後、視線を高くする目的で、操縦席の高さを上げ

た。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、航行中、船首方に死角が生じる場合、船首を左右に振る

などして死角を補う見張りを行うこと。 

・船長は、漂泊中であっても、常時、適切な見張りを行い、接近す

る船舶を認めたときには、相手船が避けてくれると思わず、衝突

を回避する措置を採ること。 

・船舶所有者は、新たに船舶を建造する場合には、その設計、建造

に際し、できる限り船首方の視界を確保することに留意するこ

と。 

 


